
高萩市告示第２５号 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第

７条の３第１項第２号及び第６項の規定により、特定工程及び特定工

程後の工程を次のように指定する。 

 

  令和 ８ 年 ３ 月２３日 

 

高萩市長 大 部 勝 規   

 

第１ 中間検査を行う区域 

高萩市の全域 

第２ 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模 

一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次に掲

げる用途及び規模のものとする。 

１ 主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は

これらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が

２以上のもの又は床面積の合計が２００平方メートルを超える

もの 

２ 前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が３以上のもの

又は床面積の合計が５００平方メートルを超えるもの 

第３ 指定する特定工程 

中間検査を行う建築物（２以上の建築物が該当する場合は、こ



れらの建築物ごと）の特定工程は、次のとおりとする。 

１ 木造の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主

要な軸組工事の工程 

２ 鉄骨造の建築物にあっては、１階の鉄骨の建方工事の工程 

３ 鉄筋コンクリート造の建築物のうち、地階を除く階数が１のも

のにあっては屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する

工事、地階を除く階数が２以上のものにあっては２階の床及びこ

れを支持するはりに鉄筋を配置する工事（当該工事を現場で施工

しない場合にあっては、２階の床及びこれを支持するはりの取付

工事）の工程 

４ 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、１階の鉄骨の建

方工事の工程 

５ 前各項に掲げる構造のうち２以上の構造を併用する建築物に

あっては、当該各項に定める工程 

第４ 指定する特定工程後の工程 

   第３の指定と併せて指定する特定工程後の工程は、次のとおり

とする。 

１ 木造の建築物にあっては、壁の外装工事及び内装工事の工程 

２ 鉄骨造の建築物にあっては、構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆

う耐火被覆の工事、外装工事及び内装工事の工程 

３ 鉄筋コンクリート造の建築物のうち、地階を除く階数が１の建

築物にあっては屋根版及びこれを支持するはりに配置された鉄

筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程、地



階を除く階数が２以上の建築物にあっては２階の床及びこれを

支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類

するもので覆う工事（当該工事を現場で施工しない場合にあって

は、２階の床及びこれを支持するはりの取付部分を覆う工事）の

工程 

４ 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、構造耐力上主要

な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事の工程 

５ 前各項に掲げる構造のうち２以上の構造を併用する建築物に

あっては、当該各項に定める工程 

第５ 適用除外 

次に掲げる建築物については、この告示の規定を適用しない。 

 １ 法第１８条の規定の適用を受ける建築物 

２ 法第６８条の１０第１項の規定に基づき型式適合認定を受け

た建築物の部分のうち、建築基準法施行令（昭和２５年政令第

３３８号）第１３６条の２の１１第１号に掲げるもの（法第６８

条の１１第１項の認証を受けた者により製造されるものに限

る。）を使用した建築物 

３ 法第８５条の規定の適用を受ける建築物 

４ 枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法

に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（平成１３年国

土交通省告示第１５４０号）に従った構造の建築物 

５ 丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法

に関する安全上必要な技術的基準を定める件（平成１４年国土交



通省告示第４１１号）に従った構造の建築物 

６ 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の

構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件（令和７

年国土交通省告示第２５０号）に従った構造の建築物 

７ 住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則（平成１２年建

設省令第２０号）第５条第１項の規定による新築住宅に係る建設

住宅性能評価の申請に係る建築物 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年７月１日から施行する。 

 （建築基準法第７条の３第１項第２号及び第６項の規定による特定

工程及び特定工程後の工程の指定の廃止） 

２ 建築基準法第７条の３第１項第２号及び第６項の規定による特定

工程及び特定工程後の工程の指定（平成２２年高萩市告示第３７

号）は、廃止する。 

 （建築基準法第７条の３第１項第２号及び第６項の規定による特定

工程及び特定工程後の工程の指定の廃止に伴う経過措置） 

３ この告示の施行の日前に法第６条第１項又は法第６条の２第１項

の規定による確認の申請がされた建築物については、なお従前の例

による。 

 


